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初期デフォーの社会思想(2) 

一一1698年から1704年にかけて一一一

林 直樹

111 非国教徒 vs.高教会

1702年3月，国王ウィリアム 3世は没した。直ちに即位したアンはトーリ穏

健派のゴドルフィンを大蔵卿 (LordHigh Treasurer) に据え，ウィリアムの

敷いた対フランス路線に沿い，同年 5月フランスに宣戦する。以後11年間継続

した果てに〈財政軍事国家〉を確立せしめるイングランドのスペイン継承戦争

は，ここに開始された。

常備軍論争以来，実践を積み重ねてきたデフォーは，アン治世の幕開けに

よってさらなる国内問題と対面した。トーリ保守派の勢力伸張がそれである。

ウィリアム治世最後の総選挙においてウイッグに敗北を喫したトーリは，ジェ

イムズ 2世の次女として国教会保守層と浅からぬ結び付きを持つ新女王の下で

勢力挽回を図った。その結果，同1702年夏に実施されたアン治世最初の総選挙

後にトーリが再び優位を獲得する。これにより，ケント州請願事件の際にデ

フォーと鋭く対立したトーリ保守派，およびその盟友たる国教会高教会派

(High Church)の政治的影響力が以前に増して強まる事態となったのだ。彼

らは10月に開会した新議会に〈便宜的国教会遵奉 (occasionalconformity)禁

止法案}1)を提出し，法案は11月下旬に下院を通過する。〈寛容〉が重んじら

1) <自治体法}(1661年)ならびに〈審査法) (1673年)は国教徒以外の者の公職就任を認めてお

らず， 1689年の〈寛容法〉制定以後も議会はこの基本姿勢を崩さなかった。そのため，非国教徒

の中には公職就任に際して一度だけ国教会の聖餐を受けることで国教徒の外見を取り繕い，法を

潜り抜けようとする者が少なからず存在した。これが便宜的国教会道奉と呼ばれ，高教会派のノ
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れたウィリアム治世は確かに終罵した。アン治世の幕開けは非国教徒弾圧の危

機をもたらしたので、ある。

実のところ，敬慶な長老派信徒として〈誠実な非国教徒 (conscientious

Dissenter) )を自負するデフォー2)は，非国教徒一般による便宜的遵奉の慣習

を嫌悪していた九しかし同法案の上院通過を阻止しなければ， トーリ保守派

ならびに高教会派のさらなる増長を招くであろう。何らかの手を打たねばなら

ないことは確かであった。同年12月初旬， r最も手間のかからない非国教徒対

策J4) (以下『対策J)と題された小冊子がロンドンに現れる。実に過激な非国

教徒弾圧策を提案する『対策』はすぐさま高教会派から熱烈な歓迎を受けたが，

この小冊子の匿名の著者こそが，デフォーだったのだ。

『対策jの冒頭には寓話「雄鶏と馬」が紹介されている。小屋に適当な場所

がなく，馬のすぐ横で眠らねばならなくなった雄鶏が「お互いに踏みつけ合う

といけないので， じっとしていましょうよJ5)と馬に言苦るという話である。こ

の雄鶏は弱者の非国教会派を，馬は強者の国教会を象徴している。ウィリアム

治世14年間は非国教徒が権力の座に就いたが，今や彼らはその地位を失い，国

教会に「平和と団結Jを求めざるを得なくなっているのだ。ゆえに今こそ非国

¥非難の的となったのである。次を見よ。 Defoe白000]Vo1. 3， p. 10. 

2) 1662年 5月の〈礼拝統一法〉施行後に国教会を離れた牧師アンズリー (SamuelAnnesley， 

1620-1696)に従い，デフォーの父ジ、ェイムズ (JamesFoe， 1630-1706) は長老派所属を決めた。

よって息子ダニエルは敬慶な長老派ピューリタンの家庭環境に育まれたのである。なお，優れた

獣脂蝋燭商人として貿易も手掛けていたジェイムズは，中世以来の伝統を有するロンドン市畜産

同業組合 (Butcher'sCompany)の指導者的地位に就いており，また教区委員を務めていた。次

を見よ。 Backscheider[1989] pp. 7， 27; Bastian [1981] p. 10. 

3) 1698年 1月に発表した『高位公職就任者の便宜的国教会遵奉についての考察J (Defoe， An 

Enq山ryinto the Occasional Conformity of Dissenters in Cωes of Preferment， 1698.) において，

デフォーは同日の午後に国教会の聖餐と長老派の礼拝の両方に参列したロンドン市長エドウイン

(Humphrey Edwin， 1642-1707) を非難し，さらに1702年11月に発表した『非国教徒には一切関

わりのない便宜的国教会遵奉についての考察.1 (Defoe， An E均 uiryinto Occ，仏5ionalCoぺformity

shewing that the Dissenters are no Way Concern'd in it， 1702.) においては，便宜的遵奉禁止法

の不当性を指摘しながらも，誠実な非国教徒にはこのような法律は無関係であると言い添えた。

次を見よ。 Defoe[2000] V 01. 3， pp. 11-12， 15. 

4) Defoe， The Shortest Way with the Dωenters， 1702. (Vo1. 3.)以下 SWDと略記。

5) SWD， p. 97. I雄鶏と馬」は，かつて出版物検閲官として非国教会派を悩ませたトーリ保守派

のレストレーンジ (RogerL'Estrange， 1616-1704)が出版した寓話集からヲ|かれている。
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教徒を懲らしめ， I世界で最も純粋且つ偉大な教会J6)国教会の基礎を磐石にせ

よ，というわけである。こうした『対策j の語り口は，サシェヴェレル

(Henry Sacheverell， c1674 -1724)牧師のオクスフォードにおける説教や名誉

革命後の宣誓拒否により聖職を追われたレズリー (CharlesLeslie， 1650-1722) 

の小冊子などに見られる，当時の高教会派を代表する論客の説法を，巧妙に真

似たものであった。

例えば， 17世紀のイングランド史を振り返りながら『対策』は以下のように

述べる。「素晴らしき国王」チャールズ 1世の処刑は，ジェイムズ 1世による

非国教徒弾圧の手緩さが招いたことであった。最も迫害された非国教徒です

ら北米ニューイングランド植民地に渡って安楽な暮らしを手に入れたのであ

る。ジェイムズと国教会による寛容が仇となり， r統治の資格も能力も持た

ね薄汚い詐称者」オリヴァー・クロムウェルが武力を背景に君主制を覆してし

まった。その後の共和制が土地保有者と国教会聖職者を大いに苦しめたにもか

かわらず，王政復古により即位したチャールズ 2世も非国教徒に対して寛大に

振舞った。チャールズ 2世は議会の勧告に逆らってまで彼らに良心の自由を与

えようとしたのだ。その報いが「ライハウス陰謀」の如き企みとは，いかなる

わけであろうか。弟のジェイムズ 2世もまた並外れた寛容の姿勢を示し，信仰

自由宣言は国教会を因惑させたほどであった。しかし「彼に非国教徒がどう報

いたかは，世界中が知っていよう。」先の御代では，非国教徒が「彼らだけの

国王」ウィリアムの下で恩顧を賜り，専横に振舞った。彼らの統治は何と惨め

なものだったことか。つまるところ，博愛と慈悲を実践してきた国教会の，恩を

彼らは常に仇で返してきた。スコットランドにおける国教会系監督教会の窮状

を見れば，長老派などの非国教会派による慈悲が何を意味するかは一目瞭然で

あろう 7)。

次のようにも言う。非国教徒の弾圧は困難なことではない。戦時においては

6) SWD， p. 97. 

7) SWD， pp. 99-101 
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団結が必要と説く者もいるが，そもそもフランスのルイ 14世を敵に仕立て上げ

たのは非国教徒である。「我々は彼と争わねばならない理由を知らない。J8)弾

圧の困難は大きく見えているだけのことで 実際には「彼らの武力やモンマス

など語るに足らず，シャフツベリ，アーガイルも既に世を去り，オランダ製の

聖域も消え去った。天は非国教徒撲滅の道をお示しになったのだ。J9)非国教徒

を撲滅することは残酷とも野蛮とも呼べまい。なぜならば，国教徒の子孫のた

めに「カルタゴは滅びねばならないjlO)からだ。

デフォーは，サシェヴェレルら高教会派牧師の説教口調をただ模倣するのみ

に止まらなかった。「暖昧で不明瞭な英語 (dullerand darker English) Jでな

される彼らの説教を「平明な英語 (plainEnglish) Jに直すことで， I非国教徒

の迫害と撲滅」という隠蔽された彼らの真の意図に光を当てようとしたのであ

る叫。『対策』に〈啓蒙〉された世論が高教会派を受け容れ難い過激派として

認め，その不支持を表明すること，これがデフォーの狙った効果であった。

だが，世論はデフォーの期待を裏切る。程なく『対策』の著者が『レギオ

ン』や訊刺詩『生粋のイングランド人』ω(以下『生粋j)の作者として名の聞

こえた非国教徒日)であることを知った高教会派は勿論激怒したけれと、も，驚く

べきことに，本来ならば『対策』を支持するはずの〈同朋〉までもが憤りを顕

8) SWD， p. 102. 

9) SWD， p. 103.初代シャフツベリ伯爵は1683年に亡命先のオランダで死去，チャールズ 2世の

庶子モンマス公爵とスコットランド貴族の 9代アーガイル伯爵は1685年の〈モンマスの反乱〉後

に処刑。

10) SWD， p. 105. ローマの大カトーの言葉である。ローマ・カトリックとアングロ・カトリック

の結託を示唆する。

11) Defoe， A Brief Explanation of a Late Pamph以 Entitled，The Shortest Way with the Dissen-

ters， 1703， p. 114. (Vol. 3.)以下 BEと略記。

12) Defoe， The True-Born Englishman， 1700 (1701). W生粋のイングランド人』は，ウィリアム 3

世とオランダを罵ったタッチン(JohnTutchin. c1661-1707) の詩『外国人ども (The

Foreigners) .1に対抗して著されたもので， 18世紀半ばまでに50版を数えるなど大成功を収めた。

ウイッグの非国教徒だったタッチンの政治的立場にはデフォーと共通する面が少なくなかったと

言えるが，両者は激しく論争した。次を見よ。 Backscheider[1989] p. 75; Furbank and Owens 

[2006] pp. 45-48. 

13) パックシャイダーによれば， iW生粋のイングランド人』と『レギオン建白書』は，デフォーを

ロンドンで最も著名な人物の 1人にした。J次を見よ。 Backscheider[1989] p. 80. 
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わにしたのだ。なぜか。パレクシャイダーは次のように解釈する。 rr対策』を

(初めのように)字面通り読めば，読者はサシェヴェレルに説得されるかの如

く 『対策Jの議論に説得されるだろう。反語であることやデフォーの著作であ

ることを知れば，読者は非国教徒の存在を不快に，思い，便宜的遵奉禁止法案に

賛成するだろう。世論は『対策』の著者の行き過ぎについて同意していた。著

者がデフォーだと知れると，ウイッグやかつての友人たちさえも同様の見解を

抱いた。jI4)字面通りに読まれようが，反語として読まれようが，いずれにせよ

『対策jは非国教徒に仇なすものと彼らは受け取ったというのである。従来か

らデフォーが便宜的遵奉に否定的な態度を示してきたことも災いした。結局

『対策』は非国教会派と高教会派の挟撃を受ける羽目に陥り，両会派に焚きつ

けられた世論は煽動および誹致文書の著者として彼を糾弾したのだった。こう

した世論の動向を見ながら， トーリ保守派の重鎮であり国務相のノッテインガ

ム伯爵 (DanielFinch， 1647-1730) は1703年 1月初めにデフォーの逮捕状を発

行し， 5月にデフォーは潜伏先で身柄を拘束されるヘ 7月に開かれた公判で

は，晒し台 (pillory) の刑と200マークの罰金を科し，さらに今後の「良好な

言動」が保証されるまで彼をニューゲート監獄に拘禁する旨が決せられた16)。

ケント州請願においてデフォーを支えた世論は， 2年後に一転して彼の敵と

化した。世論が常に理性に則るとは限らないことを，彼は思い知らされたで、あ

ろう。知人パタースン (WilliamPaterson， 1658-1719) に宛てた書簡には，彼

の痛切な思いが吐露されている。「私は非国教徒というもの (wholl[sic] body 

of the Dissenters) に対して軽蔑心を強めました。あのような人々のために自

分が苦しんでいるかと思うと，悔しくてなりませんoJ17)軽蔑すべき非国教徒は，

トーリ保守派や国教会高教会派の勢力伸張に抵抗する〈誠実な非国教徒〉の意

図を慮るだけの平静さを欠き，むしろ感情のほとばしりたる非難の嵐を彼に浴

14) Backscheider [1989] p. 100. 

15) SWD， pp. 100-105. 

16) SWD， pp. 109-110. 

17) Healey [1955] p. 4. 



50 (254) 第 181巻 第 3号

びせ掛けた。そして世論も非国教徒一般の憤怒に同感したのである。世人の声

は浮動しがちであり，安易に寄り掛かるのは危うかったO 理性は，世論とは異

なる，あるいはそれを包摂し得るものに拠り所を求めねばならない。〈普遍の

法〉と〈古来の国制〉を描棄したデフォーに残された選択肢は， {商業〉のみ

であった。

IV 商業の原理

ゴドルフインと陸軍司令長官マールパラ公爵 (John Churchill， 1650:-1722) 

が舵を取るコートは， スペイン継承戦争継続上の障害を国内外の双方に抱えて

し、7こO 1つはスコットランド問題である。 1703年8月にスコットランド議会は

〈安全保障法案〉を可決し，イングランド議会の可決により 1701年 6月に成立

していた〈王位継承法}18)を否認。女王の後継者となる〈スコットランド王〉

を独自に選定することとした。王位継承法は〈同君連合〉維持を大前提として，

アンの後継者をハノーヴァー選帝侯妃ソフィアとその血統に定めていた。それ

ゆえイングランドとしてはスコットランドの決断を到底容認し得ない。両国の

関係は極度に悪化するへさらに，便宜的国教会道奉禁止法の制定に固執する

トーリ保守派は，ゴドルフインとマールパラ，そして両名を支える下院議長

ハーリにとって，実に苦々しい存在だった。禁止法案の審議が予算成立を遅滞

させれば， 戦争継続に支障を来たす恐れがあったためである初)。これらの障害

18) アンに残された唯一の子息であったグロスター公爵が1700年に他界したことで，彼女の後継者

問題が俄かに持ち上がった。イングランドでは，ハノーヴァ一家による〈フ。ロテスタント王位継

承〉を定めた問、法案がケント州請願事件の舞台となった1701年の議会を通過したことで問題は決

着を見ていたが，高教会派はなおもハノーヴァー王位継承に異を唱え，イングランド国教会とス

コットランド長老教会の連合の可能性を否定して両国の不和に油を注いでいた。次を見よ。

SWD， p. 101; BE， pp. 114-115. 

19) 安全保障法に対抗して，イングランドはスコットランドの対イングランド貿易を禁ずる〈外国

人法)(1705年)を制定。その一方で〈合手ゅのための画策も進めていた。次を見よ。今井編

[1990] 268-269ページ。

20) 松園 [1990]37-38ページ。禁止法案は1702年から1704年まで 3年続けてトーリ保守派から提

出されたが，結局この時期に同法は成立を見なかった。政局の変転を経た1711年，ハーリ政権下

で同法案は両院を通過する。
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をいかに除去するかが政権安定の鍵になると言えた。

1703年7月末に王立取引所付近で、晒し台に立った『対策』の著者は，その後

も監獄内に拘禁されていた。これに日をつけたのがハーリである。巧妙な反語

を駆使した『対策』は世論の拒絶に遭ったものの，その筆力はトーリ保守派の

牽制とスコットランド問題処理の両面において有用と思われた。そこでハーリ

はデフォーを登用して将来的にスコットランドへ派遣することを提案し，ゴド

ルフィンの賛同を得る叫。両者は連携して拘禁解除の手筈を整え，同年11月に

デフォーは自由の身となった到。翌1704年 2月に政治経済評論誌『レヴュー』

を創刊した彼は以後，ノッテインガムの辞任を受けて同年 5月に国務相を拝命

したハーリ幼の要請に応え，政権安定化を目指しジャーナリストとしての力量

を発揮していくのである。

1704年11月， トーリ保守派に与する下院議員のマックワース叫 (Humphrey

Mackworth， 1657-1727)が提出した救貧法案 (Billfor the Better Relief， Errト

ployment， and Settlement of the Poor)が下院を通過すると，デフォーは直ち

に『施しは慈善にあらず』おl(以下『施しD を発表してマックワース法案を批

判し， トーリ保守派に再三となる痛撃を加えた。但し状況は 2年前と大いに異

なる。今や彼はコートに盟主を得ているのだ。その年夏のハーリ宛書簡に見え

る「首相 (chiefministry)設置の利点は証明するまでもないでしょう。議会

における混乱，閣僚たちによる数多の杜撰な指揮から生じる政務執行上の過ち

ゃ監督上の不注意が，首相の利点をはっきりさせていますJ26lの文言は，彼が

政権内部の指導力強化を望んでいたと同時に，議会から党派的利害を排するこ

とで政権基盤の安定化を進める必要を認めていたことを示している。今は亡き

21) Novak [2001] p. 197. この件に関しハーリから書簡を受け取ったゴドルフインは，スコット

ランドとの「折衝にはデフォーこそが最も適任でしょうJと1703年8月13日付で返信している。

22) Backscheider [1989] pp. 122-124. 

23) Novak [2001] p.227. 

24) 彼はケント州請願事件以来のデフォーの論敵であるとともに，ハーリの直接の政敵でもあった。

次を見よ。 Sutherland[1938] p. 129. 

25) Defoe， Giving Alms no Charity， 1704. (Vol. 8.)以下 GANCと略記。

26) Healey [1955] p.30. 
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国王ウィリアム 3世に代わる「首相」の指導の下，議会は結束して対フランス

戦争の遂行に当たらねばならない。そのためには，便宜的遵奉禁止法の制定の

如き党派的利害関心に衝き動かされているトーリ保守派の行動を封じ込めねば

ならないのである。

マックワース法案は，全国各地の救貧区に「ワークハウス (work-house)J 

と呼ばれる作業場を立ち上げることにより 貧民の積極的雇用を実現しようと

するものであった27)。各区がワークハウスにおいてマニュファクチュア生産を

開始すれば，多数の貧民が職を得ることになるだろう。それは政府と国教会が

大規模な救貧事業を運営することを意味していた。しかし デフォーはこうし

た企てこそ「公害すなわち国民の災いとなり，所帯持ちを没落させて貧民を増

加させるj28) と述べ，マックワース法案を徹底的に批判する。その批判の根拠

となるのは，彼が「あらゆる自然現象と同じく最も明白なかたちで因果法則に

従う」紛と表現した〈商業の原理〉であった。

『施し』はまず大陸のフランドル地方を取り上げ，マニュファクチュアが商

業の基礎に他ならないことを力説する。「マニュファクチュアが人々を低地帯

(Low Countries)へと導いた。そして，巨大な人口は商業を，商業は富を生

み出し，富は都市を造り，都市は周囲の土地を豊かにして地価を高め，地価は

政府を潤わせるのだ。」紛このフランドルからマニュファクチュアの技術を学ん

だことによりイングランドの商業は発展し，その富と人口は増大したのである。

『施しJはさらに説く。「マニュファクチュアは偶然にもイングランドの様々

な地方に定着しており，各地のマニュファクチュア製品は心臓へ向かう血液の

ごとく卸売商の手でロンドンへ運ばれ，それから小売商の手でロンドンより各

地へと少量ずつ分散させられるという商業循環を巡ることで，相互に流通して

27) GANC， pp. 179-180. I貧民を職に就かせるために 1都市または数都市を管轄する救貧委員が

何らかの商業活動を行うこと，および，貧民の雇用や羊毛，鉄，麻，亜麻，木綿糸その他の物資

の購入に要する資金を彼らが調達することは，正当であろうJとマックワースは主張した。

28) GANC， p. 174. 

29) GANC， p. 175. 

30) GANC， p. 171. 
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いる。」叫時の経過と偶然の事情から形成されたマニュファクチュアの〈地域間

分業〉は公共の利益にとって掛け替えのないものとなっており， その「改変や

撹乱は取り返しのつかない損害を社会に与えるであろう。」却したがって，全救

貧区をマニュファクチュアの生産地にするような計画は害悪以外の何ものでも

ない。それは， 自ずと生成された商業秩序に「改変や撹乱」を引き起こすから

である。

例えば， I貧しい子供たちを雇用するワークハウスで杭毛紡績が始められる

としよう。子供が杭毛糸を 1束紡ぐたびに 貧しい所帯や単身者の紡ぐ量は以

前よりも 1束減少するに違いない。ベーズ (bays)織りのマニュファクチュ

アがビショップスゲート街に立ち上げられるとしよう。同時に，ベーズ生産者

が以前よりも多くの取引先ないしは消費先を見つけられなければ，ロンドンで

ベーズが 1枚織られるごとにコールチェスターで織られる量は 1枚ずつ減るに

違いない。J紛新たな販路子市場を開拓することなくワークハウスの製品を世に

送り出せば，在来品と競合して買手を奪い取ることになろう。そうなれば別の

貧民が新たに生み出される。貧民の総数は決して減少しないのだ。

否，減少しないどころか，むしろ貧民の数は増大する。なぜならワークハウ

スとの競合で、既存のマニュファクチュアが衰退を余儀なくされるばかりか，各

教区すなわち救貧区のすべてが独自のマニュファクチュアを立ち上げることで

「各都市および各州は相互に独立させられて遣り取りが妨げられJ34)，流通業

が大打撃を被るからであるo Iこれによってイングランドの流通業者は皆破滅

する。羊毛が刈り込まれた土地で織物が作られ，すべての人が自力で衣服をこ

しらえ，多数の人の手を経ることによって存続している商業が少数者の手に

渡ってしまえば，数千の所帯が職を失うのだ。」お)地域間分業， つまり〈相互依

31) GANC， p. 182. 

32) GANC， p. 182 

33) GANC， p. 180. 

34) GANC， p. 185. 

35) GANC， p. 186. rイングランドのマニュファクチュアの美点は，可能な限り多数の人の手を経

て循環するよう配置されていることJなので，この美点の喪失は忽ち大量の失業者を生む。そノ
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存〉という事情に基づいて商業循環は成り立つのである。救貧法の下で各地方

が必要な製品を尽く〈自給自足〉するようになれば，直ちに商業循環の流れは

断ち切られてしまう。既存のマニュファクチュアは販路を失い，流通業はほぼ

完全に立ち行かなくなるだろう。その結果至る所で、新たな貧民が生まれる。生

産と流通を共に害することで，救貧法はかつてよりも多くの貧民を創り出すの

だ。そして雇用を求める彼らは巨大都市ロンドンに集来する。地方人口が減少

していく一方で，首都は過剰な人口を抱え込んでいくのであるお)。

それゆえ「貧民を働かせるワークハウス，救貧組合 (corporation)，救貧基

金 (parishstock) の類は商業を破壊し，既に雇用されている人民を傷つけ弱

らせるため，不必要J37) と結論される。では いかにして貧民の救済を行うべ

きであろうか。『施し』は断言する。そもそも救済の必要がないのだと。イン

グランドにおいては最低級とされる職業でも家族を養うのに十分な収入が得ら

れること，および徴兵に大変な困難が伴うこと38)を見れば この国では働き手

よりも働き口のほうが多いとわかる。「賃金は交易品の知きもので，送金者と

受金者，使用者と労働者の聞の釣り合いにより上下するJ39)，すなわち労働市

場における需要と供給により両者の均衡点としての賃金水準は上下するのだか

ら，賃金が高水準にあって労働者の生計に余裕を持たせている現状は，労働供

¥れは「独占に違わず破壊的である。J(GANC， p. 184.) 

36) GANC， pp. 182-184.地方からロンドンへのマニュファクチュアの移転は，既存の地域間分

業を崩して商業循環を堰き止めるがゆえに害悪とされる。ロンドンの生産拠点に「編み機

(knitting frame) Jが導入されたことによって女性 1人が 8日から10日かけてきた作業がわず

か 1日で済み，ロンドン産編物供給量の莫大な増加が生じてノーフォークナトトノリッジにおける

地方編物業が衰退を余儀なくされている近況に触れたデフォーは，この機械導入の場合と同様

にマックワースの救貧法もまた救貧区の集在する首都へのマニュファクチュアの集中的移転を

招き， I単身者Jを中心に多数の貧民が「ロンドンおよびその隣接地域」へ流入するであろう

と述べる。

37) GANC， p. 188. 

38) GANC， pp. 187-188.デフォーは次のように言う。「貧困が人を兵士にする。貧困が大衆を軍

隊へと導く。」イングランドの人民は出征せねばならぬほど困窮していない。だから容易には徴

兵に応じないのである。だがもしも国内に職がなく，食物を得る手立てがなかったとすれば，数

千人の若者は銃を手にし，圏内で餓死するより「敵前で男らしく戦死するほうを選ぶだろう。」

39) GANC， p. 175. 
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給量が不足したために生じたものなのである叫。したがって，イングランドの

貧民の大半は〈自発的〉失業者であるという論理的帰結が得られる。貧困と失

業を労働需要不足という商業原理上(需要と供給の分化は相互依存関係から生

じるゆえ)の強制と見なすことはできない以上，彼らは働く意志を有さず「怠

惰 (sloth)J叫ゆえに就業していないと判断せざるを得ないのだ。よって彼ら

に必要なのは働き口の「施し」などではないとデフォーは明言した。

労働需要が供給を上回る状況における貧民の救済は彼らの怠惰を助長し，さ

らに既存のマニュファクチュアに雇用されている「勤勉 (industrious)J必)な人

民を没落させるので，商業に対して破壊的である。また前述のように，貧民の

救済を目的とするワークハウスはマニュファクチュアの地域間分業という各地

の相互依存関係を崩して循環を破綻させ 商業に致命的な損害を与える。ここ

から明らかとなるのは 商業がマニュファクチュアを，マニュファクチュアが

勤勉ならびに相互依存関係を基礎として組み立てられる論理構造である。逆に

40) もっとも，一般的賃金水準について論じるためには全国的労働市場の成立が要件となる。つま

り，全国的規模における労働の自由な移動が行われていなければ，労働の需給関係から(局地的

にはともかく)イングランドの賃金水準の高低を説くことはできないのである。ポランニーが指

摘するように， 1662年制定の〈定住法〉は労働者が自身の所属する教区を離れて他の教区に移住

rすることを著しく困難にし，全国的労働市場の成立を妨げていた。デフォーはこの点を看過した

わけではなく，労働者の「移住を拒否する権限を教区法 (parochiallaws)が教区委員 (church-

warden) に与えているため，彼らは出身地方に閉じ込められているJ現状にも触れる。しかし，

教区に定住した家族を持たない単身者ならば法の規制を逃れ得るとして，彼は労働が一定程度自

由に移動していることを前提に論を組み立てる。なお，付言しておくと，ポランニーは『施し』

の内容を次のごとく簡潔に要約する。「デフォーは，もし貧民が救済を受けるのなら賃金のため

に働きなどしないであろうし もし彼らが公的機関でマニュファクチュアの生産に従事させられ

るのなら，私的なマニュファクチュア産業においてさらに多くの失業が生み出されるだけのこと

であろうと主張した。」次を見よ。 GANC，pp. 174-176， 181， 184; Polanyi [2001] pp. 81-82，114. 

(邦訳 [1975]104， 146-147ページ)。

41) GANC， pp. 188-191.デフォーは貧困の原因を「災難」によるものと「罪悪」によるものに二

分し，さらに後者を「審修JI怠惰JI倣慢Jに三分している。者修については， I倹約はイング

ランド人の美徳ではなし、」ので，イングランド人はオランダ人と対照的に貯蓄が下手であり，収

入のほとんどを飲酒に費やすと彼は言う。「イングランド人は明日のことを考えず，病気，加齢，

災害に備えることをしない。J怠惰については，イングランド人は一般的に勤勉であるけれども，

貧民の怠惰は甚だしいとされる。全く働こうとせず酒屋に入り浸る者たちが貧民の大部分を構成

し多奪修に怠惰な気質が重なってイングランドの貧困を生んでいるというのが，彼の論理である。

42) GANC， p. 174.かつてイングランドにマニュファクチュアを伝えたフランドル人は「勤勉な

国民Jであったとされる。
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マックワース法案は「怠惰」ならびに「独立」と結びつけられ，商業に背反す

るものとして捉えられている。独立は自給自足を意味するが，自給自足を実現

し得るのは結局都市周辺部などの特定地域に限られ それによる商業循環の崩

壊は大半の地方を荒廃させるだろう。したがってマックワースの救貧策は偏狭

な都市利害に合致すると言えた。「慈善」の語に覆い隠されたこのような党派

的利害を挫乞ロンドンを流通拠点として一体化したイングランドの統一的利

害を象徴させるため，デフォーは商業の原理を掲げたので、ある。

ここに至ってついに彼の『権利』は乗り越えられたと言えよう。 3年前の彼

はイングランドの共通利益を〈自由土地保有〉に体現させ，自由土地保有者の

声を〈世論〉として党派的主張に対置したが，土地所有枠の設定のみでは世論

の浮動化を抑制し得なかった。彼にそれを教えたのが『対策Jの失敗である。

理性は，情念の支配を被りがちな世論にただ寄り掛かるのではなく，世論を積

極的に安定化し得る作用を具えたものを〈発見〉せねばならない。デフォーは

商業が土台とする勤勉と相互依存の原則にその安定化作用を見出した。勤勉は

世人を情念の浮動性から解き放ちペ相互依存は固随且つ独断的な党派の関歩

を許さないだろう。つまりは，土地さえも包摂した商業循環叫がイングランド

43) これに対する否定的評価として， 2世紀近く後 (1887年)のニーチェを挙げておこう。「感受

性，すなわち苦痛に対する感受力のかような催眠的麻捧は，すでに非九な力を，わけても勇気を，

臆断に対する侮蔑を， r知的ストア主義」を前提とするが，それよりももっとしばしば，抑欝状

態を対治するために少なくとも他の一層容易な〈トレーニング〉が試みられる。機械的活動がそ

れである。これによって生存の苦しみが少なからず軽減されるということに疑いはない。今日こ

の事実は「勤労の祝福」という余りぞっとしない称呼を与えられている。軽減されるというのは，

苦しんでいる者の関心が苦しみからすっかり脇へそらされてしまうからである。一一赤色えずただ

一つの行為のみが繰り返し意識を独占し，そのために苦しみのはいる余地が殆どなくなるからで

ある。」勤勉な労働が単純な機械的活動を意味するものでしかなくなれば，そこには「絶対的な

規則正しさ，凡帳面な没我的服従，千篇一律の生活様式，時間の節用， r非人格性Jへの，自己

忘却への， <自己無視〉への一種の許可，否，むしろ訓練J(引用文中の rJおよび< )は原文

ママ)が必ずや伴うであろう。次を見よ。ニーチェ，木場訳 [1940]171ページ。

44) GANC， p. 185.各地方のマニュファクチュアに雇用される「多数の人民は食料品を消費する

から，彼らの数が増加する場合，何処でも地代と地価が高まるはずである。したがってもし彼ら

が居所を移すとすれば，たとえ食料品が彼らの後を追いかけたとしてもその代価は運送料の負担

で減価するに違いないし，それに合わせて地価も下がるに違いない。J土地はマニュファクチュ

アを基礎とする商業循環に確実に組み込まれているとデフォーは見た。
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国内の世論統一と政権の安定をもたらす基盤として認識されたと言える。

同時に，商業には〈プロテスタント連合〉の紐帯としての役割が付与されて

いる。 16世紀のフランドルにおいて， アルパ公によるカトリック国スペインの

統治がいかに商業を抑圧したかを， 『施し』は力説した必)。オランダとイング

ランドは共に商業の，恩恵を享受し得るプロテスタント国として手を結び，商業

の原理に背くカトリック国フランスの統治領域拡大を阻止すべきなのである。

こうして両国の同盟は商業による強固な裏付けを得ることになった。さらに，

『施し』の出版から 2年後のイングランドとスコットランドの合邦に際しても，

デフォーは商業結合による恩恵、を喧伝して合邦実現に大きく貢献した46)。商業

は対フランス連合の象徴， プロテスタントの象徴4川こ祭り上げられたのだ。

45) GAN仁， pp. 170-174. 

46) 1706年 9月，デフォーはハーリの諜報員としてエデインパラヘ出発。スコットランドでは変名

ゴールドスミス (AlexanderGoldsmith) を用い合邦促進活動を行った。合邦は翌年 1月に成る。

次を見よ。 Backscheider[1989] pp. 203-225; Novak [2001] pp. 289-312. 

47) r施し』出版の半年前に当たる 1704年 5月に『桶物語』を公刊したスウイフト (Jonathan

Swift， 1667-1745)は，その中で， r逆境にある者には，暗中にある者と同じく，色の違いは分か

らないjため，かつて共にカトリックの圧制下にあったlレター派とカルヴァン派には互いの差違

が見えなかったのだ，と述べた。グレートブリテン島内部は文化的にも宗教的にも少なからず非

同質的であったにもかかわらず，大陸のカトリック国フランスという「他者Jの存在を強く意識

したことが「フ。ロテスタントjとしての共通の自意識を生み出し，いわば理念としての「イギリ

ス国民Jが誕生したと説いたのはL.コリーである。デフォーの言説がトーリ保守派の封じ込め

を狙ったプロパガンダの性格を色濃く帯び、ていたように，同質的な国民意識は一種の《刷り込

み〉を通して形成が促進された。 D. アーミテイッジの言葉を借りれば「元来イデオロギーで

あったものがアイデンテイティとなった」とも表現し得るだろう。とはいえ，信仰としてのプロ

テスタンテイズムに魅力がなければ，世俗のイデオロギー的言説が広範な影響力を振るうことも

なかったはずである。スペイン継承戦争の趨勢を決めた1704年 8月の〈ブレニム (Blenheim)

の戦い〉に勝利を収めたのは，マールパラ率いるイングランド軍と同盟軍のオーストリア軍だっ

た。〈神の祝福〉を受けたイングランドは将来にわたって商業的繁栄を謡歌し得るといった信念

を抱くことに困難はなかった。自国の躍進を目の当たりにしたことで，プロテスタンテイズムは

自己陶酔と結合したのだ。自らが召命を受けたという選民意識はやがて新しい〈帝国化〉を招く

ことになるだろう。カルヴァン派の〈狂信〉を鋭く調刺したアングロ・アイリッシュの作家は，

それを予見していたのかも知れない。次を見よ。Armitage[2000] p. 198. (邦訳 [1968]271 

ページ)， Colley [1992] Ch. 1. (邦訳 [2000] 第 1章)， Swift [1986] p. 65. (邦訳 [1968] 96 

ベージ)。



58 (262) 第 181巻 第3号

結

イングランドは国内の党派的対立を解消し， 一致団結してカトリックの大国

フランスの勢力拡大に対処せねばならない。この現実認識に基づき，デフォー

は平時の常備軍維持を条件付きで支持し，隣国の脅威を訴える世論を軽視した

議会の倣慢を非難し，カトリックに宥和的な党派を廟弄し，

の利害統一および政権安定の基盤に商業を据えた。

イングランド園内

つまり，ルイ14世による専制の脅威が傍にあったからこそ，商業に対するデ

フォーの認識は深められたのであるo 1698年の『反論証』における商業は，旧

貴族を没落させて新興の土地保有者を生み 議会とりわけ下院の成立を可能に

した要因として扱われていたに止まる。この時点では下院の判断に信を置いて

いたと考えられるデフォーも ケント州請願事件に際しては下院の専制を目の

当たりにし，議会外の意見，すなわち世論に救いを求めた。だが，世論形成の

主体は土地保有者に限定されており 商業活動が土地保有に従属する関係がな

お継続していた。『対策』の反動を踏まえたデフォーが『施し』 においてマ

ニュファクチュアを商業の基礎と定め，抑圧に抗する自由の条件を私的所有一

般に広げたとき4ペ自由と土地保有の結び付きは発展的に解消され，商業活動

に携わるあらゆる人民が自由を享受し得る主体と認められるに至ったのである。

このとき，土地はむしろ商業循環の一部として商業に従属せしめられることと

なった。繰り返しになるが デフォーの商業認識はあくまでフランス絶対君主

の世俗的専制統治および宗教的迫害とし、う外圧やそれに連動した内圧としての

トーリ保守派および高教会派に屈せぬ不擦の意志によって深化せられたもので

ある。ゆえに商業はプロテスタンテイズムと緊密に結び合わされた。

危機の意識が彼を駆り立て，理性は現状を処理するために用いられる。この

理'1生は天賦の普遍'性を帯び、たものとしてではなく，個別の問題と向き合う中で

経験から作用を受けつつまたそれに逆作用し得るものとして現れた。現実を照

GANC， p. 171. 
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らすこうした〈散文的理性〉の働きにも，カトリック専制に対する〈誠実な非

国教徒〉という自己意識が必要であったのだとすれば，理性的主体という自己

規定ないし自負は，情念に発する衝動を意識下に措定した上で成り立つ観念

だったのではないか。〈商業の原理〉の機関部を形作っているのは，自己保存

を第一義に求める利己的情動であるように見える。ポーコックが，コート・

ウイッグの理念にとって「情念世論想像力は実際に人間行動の機関部

(motors)であり，人間の認識の源泉であったJ49lと述べた通りに見えるので

あるO

それでは，デフォーは〈コート・ウイッグ〉であったか。彼は理性に対する

情念の優位を認め，後者の操縦という新たな役目を前者に課したのか。換言す

るなら，彼はデイヴイッド・ヒヱームが大成すべき新しい人間性の学に道をつ

けた〈近代人〉なのか。それともディキンスンが示唆したように，デフォーは

〈カントリ・ウイッグ〉ないし新ハリントン主義の陣営に与して叫ギリシア都

市国家以来の共和主義を理想化し 古典的徳に服従する務めを情念に強いたと

言えるのか。

彼はコート・ウイッグの理念に〈到達した}，と本稿は結論づけたい。すな

わち，彼はトーリ保守派や高教会派に対抗することを意図して個々の事件や論

争に関与しながら情念の理性化という問題に図らずも取り組み，経験との「相

互作用」叫を通じて，商業による情念の〈洗練〉という方法に到達したと考え

49) Pocock [2003] p. 459. (邦訳 [2008]395ページ)。

50) デイキンスンは，デフォー著『議員選挙の投機性に抗議する自由土地保有者の嘆願j (Defoe， 

The Free-Holders Plea Against Stock-Jobbing Elections of Parliament Men， 1701.) を引き，デ

フォーが「諸州の自由土地保有者とジエントリの味方をして州選出議員に比べ都市選出議員が過

多であると抗議した」と述べ，腐敗しやすい都市選挙区に議席配当が偏った現行の選挙制度の不

公正さを「カントリ論者」デフォーが指弾したとする。 1704年に都市利害の表明とも言い得る

マックワースの救貧法案が下院を通過したが，この事実を下院の代表機能上の問題によるものと

して，、すなわち都市選出議員数に比して州選出議員数が過少であることに由来したものとして捉

えるならば，在野の立場から選挙制度の改善を要求した著作の 1つに『施し』を数えられるかも

知れなし、。もっとも，デイキンスンは『施しJについて論じていないのだが。次を見よ。 Dick- ¥ 

inson [1977] pp. 117-118. (邦訳 [2006]116-117ページ)。

51) Pocock [1985] p. 28. (邦訳 [1993]50ページ)。
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られるわけである。本稿は，ポーコックがしたようにデフォーを一貫して近代

派，コート派として扱うことをしなかった。そして1698年のデフォーが商業に

基礎を置く社会のヴイジョンを有していなかったことを明らかにし，ケント州

請願事件と H対策Jの失敗〉を踏まえた『施し』において初めて商業社会の

ヴィジョンが登場することを示した。このようなヴイジョンは，変転著しい現

実との 7年間に亘る〈緊張関係〉を抜きにしては生じ得なかったであろう。

もっとも，ポーコックは『反論証』に「デフォーの近代性がより多くの自由と

いう概念の他に何らかの新しい道徳概念を有した形跡はまだ見られない」ため，

前商業的道徳を否定した「デフォーがもし代替となる倫理を準備できなければ，

商業の政体 (commercialpolity) は新しい形態のマキアヴェリ的徳 (virtむ)

を探し求めざるを得なかっただろう」ことを指摘している到。つまり，商業に

よる情念の洗練が代替的倫理たる「作法 (manner)Jをもたらす日)という認識

は1698年よりも後年に獲得された点をポーコックは認めているのだが，にもか

かわらずこの年以降の数年間に見られた言説の変化に関する分析を省略し，

『反論証Jから『生粋Jを経て一足飛びに『レヴュー』へと跳躍してしまうの

である日)。ここに本稿成立の余地があった。

17世紀から18世紀への移行期，すなわちウィリアム治世末期からアン治世初

期にかけての時期は，危機を苧んでいた。国内外の強大な敵手を前にしたデ

フォーは情念という荒馬を操る手綱捌きを修得せねばならなかったが，それは

彼が意識的に努めたことというよりも，当面の論争の必要から生じたことで

あった。商業の原理は論争の手段として編み出されたので、あり，原理としての

普遍的性格はし、わば擬制，フィクションだったのである。やがて危機の時代は

過ぎ去り， (ウォルポールの平和〉に彩られた安定の時代が訪れることになる。

この1720年ないし30年代において フィクションはフィクションとしての出自

52) Pocock [2003] p. 435. (邦訳， 373ページ。)

53) Pocock [1985] Ch. 2. (邦訳，第二章。)

54) Pocock [2003] Ch. XIII. (邦訳，第13章。)
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を天賦の普遍性という外衣によって覆い隠すだろう。商業は人間に賦与された

社交性を実現するための理性的営為と称えられ，利己的人間と社交的人間とが

両立し得る〈ロピンソン・クルーソーの世界〉叫が築き上げられるのだ。

〈追記〉 本稿第E節 (1初期デフォーの社会思想(l)Jr経済論叢』第180巻第 5・6号)

中に「チャールズ 2世の法令13J とあるのは， 1チャールズ 2世の第13年法令」

の誤りである。ここに訂正し，読者諸賢のご寛恕を乞う。
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